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独立行政法人国立美術館法の概要

１．趣 旨

国立美術館の平成１３年度からの独立行政法人への移行が決定されたことを受け、独立行

政法人個別法を制定するもの。

２．概 要

（１）法人の名称

「独立行政法人国立美術館」

（２）法人の目的

美術館を設置し、美術作品その他の資料を収集、保管、公衆への観覧、調査研究、教育普

及等を行い、芸術その他の文化の振興を図る。

（３）役員

理事長１人（任期４年）、理事３人（任期４年）、監事２人（任期２年）

（４）業務の範囲

① 美術館の設置

② 美術作品その他の資料の収集、保管、公衆への観覧

③ ②に関する調査研究

④ ②に関する情報・資料の収集、整理、提供

⑤ ②に関する講演会、出版その他の教育普及

⑥ ①の美術館の芸術その他の文化の振興を目的とする事業への提供

⑦ 美術館等の職員に対する研修

⑧ 美術館等に対する援助助言

（５）その他

資本金、積立金の処分、美術作品の処分等の制限、主務大臣、罰則、経過措置（職員の引継

ぎ、権利義務の承継等）について定める。

（６）施行期日等

平成 13 年１月施行、独立行政法人への移行は平成 13 年 4 月
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東近美 京近美 西美 国際美 新美 合計

845,975 297,926 1,288,201 974,456 1,149,767 4,556,325

収集・保管事業（特色） 展示事業（主な実績）

我が国の近・現代美術及び海外の美術を体

系的・通史的に収集・保管

・ 東京国立近代美術館 国内外の近現代美術

・ 京都国立近代美術館 関西を中心とする国内外の近

現代美術

・ 国立西洋美術館 西洋美術

・ 国立国際美術館 日本と世界の現代美術

●平成2１年度入場者数 実績（人）

国立美術館の事業国立美術館の事業概要概要

①収集・保管・展示・調査研究事業

我が国の美術振興の中心的拠点として、多

様で秀逸な美術作品の鑑賞機会を提供

●企画展（例）

・ ゴーギャン展

・ ｳｨﾘｱﾑ・ｹﾝﾄﾘｯｼﾞ －歩きながら歴史を考える

そしてドローイングは動き始めた……

・ フランク・ブラングィン展

・ やなぎみわ 婆々娘々！

・ ルノワール －伝統と革新

●巡回展（例）

・国立美術館巡回展「明治・大正・昭和100年

の名画 国立美術館名作選」 （香川県立

ミュージアムほか）

●公募展（国立新美術館）

・ 全国的な活動を行っている美術団体等の

展覧会

調査研究事業（主な実績）

教育普及事業（主な実績）

②教育普及事業

展示、教育普及活動等に必要な調査研究

（例）

・ ヴィデオアートに関する調査研究

・ １７世紀風景画に関する調査研究

・ アジアの現代美術並びに美術館運営に関

する調査研究

・ 日本の現代美術の動向に関する調査研究

調査研究の成果等を踏まえた教育普及活動・国内外の美術に関する情報等の発信

（例） ○ 講演会・ギャラリートーク等の実施（平成２１年度参加者：52,354人）

○ ボランティア等による教育普及（ボランティアによる作品ガイド等）

○ 美術館を活用した鑑賞教育の充実のための指導者研修

○ 鑑賞教育のための教材開発

○ 美術に関する情報拠点としての情報発信（全国の展覧会情報等を収集・発信）

○ 国内外の美術館等との連携によるシンポジウムの開催
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独立行政法人国立文化財機構法の概要

１．趣 旨

国立博物館、国立文化財研究所の平成１３年度からの独立行政法人への移行が決定された

ことを受け、独立行政法人個別法を制定するもの。

なお、第１期中期目標期間終了時の組織の在り方等に関する検討結果を踏まえ、平成１９年

度から旧独立行政法人国立博物館と旧独立行政法人文化財研究所を独立行政法人国立文化

財機構に統合したことに伴い、個別法についても一本化した。

２．概 要

（１）法人の名称

「独立行政法人国立文化財機構」

（２）法人の目的

博物館を設置し、有形文化財を収集、保管、公衆への観覧、文化財に関する調査研究等を

行い、貴重な国民的財産である有形文化財の保存活用を図る。

（３）役員

理事長１人（任期４年）、理事３人（任期４年）、監事２人（任期２年）

（４）業務の範囲

① 博物館の設置

② 有形文化財の収集、保管、公衆への観覧

③ ②に関する講演会、出版その他の教育普及

④ ①の博物館の文化財の保存活用を目的とする事業への提供

⑤ 文化財に関する調査研究

⑥ ⑤に関する成果の普及活用

⑦ 文化財に関する情報・資料の収集、整理、提供

⑧ 地方公共団体、博物館等の職員に対する研修

⑨ 地方公共団体、博物館等に対する援助助言

（５）その他

資本金、積立金の処分、有形文化財の処分等の制限、主務大臣、罰則、経過措置（職員の引

継ぎ、権利義務の承継等）について定める。

（６）施行期日等

旧独立行政法人国立博物館法及び旧独立行政法人文化財研究所法は平成 13 年１月施行

旧独立行政法人国立博物館及び旧独立行政法人文化財研究所の独立行政法人への移行

は平成 13 年 4 月

独立行政法人国立文化財機構は平成 19 年 4 月発足
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国

と
の

文
化

交
流

を
中

心
と

し
た

文
化

財
に

つ
い

て
収

集
・

保
管

・
展

示
、

調
査

研
究

、
教

育
普

及
事

業
等

を
行

う
。

な
お

、
事

業
の

実
施

に
当

た
っ

て
は

、
福

岡
県

等
と

連
携

協
力

を
行

う
。

収
蔵

品
1
1
2
,
7
7
6
件

6
,
5
2
6
件

1
,
8
1
2
件

3
9
7
件

（
国

宝
）

（
8
7
件

）
（

2
7
件

）
（

1
2
件

）
（

3
件

）

（
重

要
文

化
財

）
（

6
2
4
件

）
（

1
7
6
件

）
（

1
1
0
件

）
（

2
7
件

）

寄
託

品
2
,
7
3
4
件

5
,
9
5
7
件

1
,
9
5
7
件

1
,
2
5
6
件

（
国

宝
）

（
5
0
件

）
（

8
1
件

）
（

5
3
件

）
（

0
件

）

（
重

要
文

化
財

）
（

2
6
1
件

）
（

6
1
1
件

）
（

3
1
7
件

）
（

2
件

）

入
館

者
数

（
H
2
1
）

2
,
4
1
6
,
2
8
1
人

4
5
2
,
9
2
0
人

5
6
0
,
2
9
3

1
,
5
9
9
,
7
0
4

館
長

銭
谷

眞
美

佐
々

木
丞

平
（

理
事

長
）

湯
山

賢
一

三
輪

嘉
六

職
員

1
0
1
名

3
9
名

3
1
名

2
8
名

所
長

亀
井

伸
雄

（
理

事
）

田
辺

征
夫

（
理

事
）

（
一

般
職

）
（

3
7
名

）
（

1
9
名

）
（

1
3
名

）
（

9
名

）
職

員
3
9
名

7
8
名

（
技

能
・

労
務

職
）

（
1
1
名

）
（

4
名

）
（

4
名

)
（

0
名

）
（

一
般

職
）

（
7
名

）
（

2
3
名

）

（
研

究
員

）
（

5
3
名

）
（

1
6
名

）
（

1
4
名

）
（

1
9
名

）
（

研
究

員
）

（
3
2
名

）
（

5
5
名

）

役
員

理
事

長
佐

々
木

丞
平

理
事 亀

井
伸

雄
、

田
辺

征
夫

、
遠

藤
啓

監
事

（
非

常
勤

）
雪

山
行

二
、

服
部

彰

職
員

数

主
た
る
事
務
所

法
人

本
部

予
算

額
(
H
2
2
)

※
職

員
数

は
平

成
2
2
年

4
月

1
日

現
在

の
現

員
数

で
あ

る
。

飛
鳥
資
料
館

公
開
日
：
火
～
日
（
9
時
～
1
6
時
3
0
分
）

観
覧
料
：
一
般
2
6
0
円
、
大
学
生
1
3
0
円

入
館
者
：
7
7
,
3
4
7
名
（
H
2
1
実
績
）

平
城
宮
跡
資
料
館

公
開
日
：
火
～
日
（
9
時
～
1
6
時
3
0
分
）

観
覧
料
：
無
料

入
館
者
：
2
5
,
1
2
7
名
（
H
2
1
実
績
）

藤
原
宮
跡
資
料
室

公
開
日
：
月
～
金
（
9
時
～
1
6
時
3
0
分
）

観
覧
料
：
無
料

入
館
者

：
4
,
3
4
1
名
（
H
2
1
実
績
）

3
3
3
名

（
館

長
3
名

、
一

般
職

1
2
4
名

、
技

能
・

労
務

1
9
名

、
研

究
員

1
8
7
名

）

※
収

蔵
品

・
寄

託
品

の
件

数
は

平
成

2
2
年

3
月

末
現

在
の

件
数

で
あ

る
。

施
設

施
設

主
な

事
業

東
京

都
台

東
区

上
野

公
園

1
3
-
9

遠
藤

啓
（

理
事

）
、

職
員

1
7
名

（
一

般
職

）

1
3
,
3
4
2
百

万
円

（
運

営
費

交
付

金
8
,
1
9
2
百

万
円

、
施

設
整

備
費

補
助

金
3
,
9
9
2
百

万
円

、
展

示
事

業
等

収
入

1
,
1
5
8
百

万
円

）

独
立

行
政

法
人

国
立

文
化

財
機

構

1
平
城
宮
、
藤
原
宮
、
飛
鳥
地
域
の
発
掘
調
査
及

び
出
土
品
・
遺
構
の
調
査
・
研
究

2
遺
跡
の
保
存
・
整
備
・
活
用
に
関
す
る
一
体
的

な
調
査
・
研
究

3
古
都
所
在
社
寺
所
蔵
の
歴
史
資
料
等
の
文
化
財

の
調
査
・
研
究

4
全
国
各
地
の
発
掘
調
査
等
に
対
す
る
指
導
・
助

言
及
び
発
掘
調
査
専
門
職
員
等
に
対
す
る
研
修

5
飛
鳥
資
料
館
・
平
城
宮
跡
資
料
館
等
に
お
け
る

調
査
・
研
究
の
成
果
の
公
表

6
発
掘
調
査
・
遺
跡
の
整
備
に
関
す
る
国
際
協
力

1
我

が
国

及
び

諸
外

国
の

美
術

及
び

我
が

国
の

無
形

文
化

財
の

調
査

・
研

究
2

文
化

財
に

関
す

る
新

た
な

調
査

手
法

の
研

究
・

開
発

3
科

学
技

術
の

活
用

等
に

よ
る

文
化

財
の

保
存

科
学

・
修

復
技

術
に

関
す

る
調

査
・

研
究

4
全

国
の

博
物

館
・

美
術

館
か

ら
の

要
請

に
応

じ
た

専
門

的
指

導
・

助
言

・
研

修
5

文
化

財
の

保
存

・
修

復
に

関
す

る
国

際
協

力

■
機

構
の

目
的

独
立

行
政

法
人

国
立

文
化

財
機

構
は

、
博

物
館

を
設

置
し

て
有

形
文

化
財

を
収

集
し

、
保

管
し

て
公

衆
の

観
覧

に
供

す
る

と
と

も
に

、
文

化
財

に
関

す
る

調
査

及
び

研
究

等
を

行
う

こ
と

に
よ

り
、

貴
重

な
国

民
的

財
産

で
あ

る
文

化
財

の
保

存
及

び
活

用
を

図
る

こ
と

を
目

的
と

す
る

。

■
機

構
の

中
期

目
標

①
歴

史
・

伝
統

文
化

の
保

存
と

継
承

の
中

心
的

拠
点

と
し

て
、

体
系

的
・

通
史

的
に

収
蔵

品
を

整
備

し
、

次
代

へ
継

承
す

る
②

機
構

が
有

す
る

文
化

財
を

活
用

し
、

歴
史

・
伝

統
文

化
に

つ
い

て
国

内
外

に
発

信
す

る
③

我
が

国
の

文
化

財
研

究
の

中
核

的
研

究
機

関
と

し
て

、
貴

重
な

文
化

財
を

次
代

へ
継

承
し

て
い

く
た

め
に

必
要

な
知

識
・

技
術

の
基

盤
を

形
成

す
る

た
め

の
研

究
を

行
い

、
そ

の
成

果
の

普
及

と
活

用
を

促
進

す
る

④
文

化
財

の
保

存
科

学
･
修

復
技

術
の

ナ
シ

ョ
ナ

ル
セ

ン
タ

ー
と

し
て

、
機

構
の

有
す

る
人

的
・

物
的

資
源

を
最

大
限

活
用

し
、

一
体

性
を

確
保

し
、

調
査

・
研

究
を

行
う

⑤
国

立
博

物
館

が
有

す
る

収
蔵

品
や

人
材

を
活

用
し

、
我

が
国

の
博

物
館

の
ナ

シ
ョ

ナ
ル

セ
ン

タ
ー

と
し

て
、

公
私

立
博

物
館

を
含

め
た

博
物

館
全

体
の

活
動

の
活

性
化

に
寄

与
す

る

一
般

公
開

施
設

単
位

：
百

万
円

平
成

1
9
年

度
平

成
2
0
年

度
平

成
2
1
年

度
平

成
2
2
年

度

1
0
,8
7
7

1
1
,6
0
5

1
3
,8
8
8

1
3
,3
4
2

予
算

額

単
位
：
百

万
円

国
か
ら
の

財
政

支
出

平
成

1
9
年
度

平
成

2
0
年

度
平

成
2
1
年

度
平

成
2
2
年

度

運
営
費

交
付
金

9
,0
4
2

8
,7
7
1

8
,3
6
7

8
,1
9
2

施
設

整
備

費
補

助
金

7
1
1

6
,6
4
8

5
,7
7
6

3
,9
9
2

5



6
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独立行政法人日本芸術文化振興会法の概要

１．趣 旨

従来の特殊法人日本芸術文化振興会について、平成１５年１０月から独立行政法人への移

行が決定されたことを受け、独立行政法人個別法を制定するもの。

２．概 要

（１）法人の名称

「独立行政法人日本芸術文化振興会」

（２）法人の目的

芸術家・芸術団体の行う文化の振興・普及活動に対する援助、伝統芸能の公開、伝承者の

養成、調査研究等、現代舞台芸術の公演、実演家等の研修、調査研究等を行い、芸術その他

の文化の向上に寄与する。

（３）役員

理事長１人（任期４年）、理事３人（任期４年）、監事２人（任期２年）

（４）業務の範囲

① 芸術文化活動等に対する資金の支給その他必要な援助

② 劇場施設の設置、伝統芸能の公開及び現代舞台芸術の公演

③ 伝統芸能の伝承者の養成、現代舞台芸術の実演家その他の関係者の研修

④ 伝統芸能及び現代舞台芸術に関する調査研究、資料収集、利用提供

⑤ 劇場施設の伝統芸能の保存・振興、現代舞台芸術の振興・普及を目的とする事業への利用

への提供

（５）その他

資本金、積立金の処分、芸術文化振興基金、主務大臣、罰則、経過措置（職員の引継ぎ、権

利義務の承継等）について定める。

（６）施行期日等

公布日（平成 14 年 12 月）施行、新法人の設立は平成 15 年 10 月
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２
．
伝

統
芸

能
の

保
存

・
振

興

3
．
現

代
舞

台
芸

術
の

振
興

・
普

及

理
事

長
監

事
非
常
勤
監
事

職
員

数
平
成
2
2
年
度

※
年
度

の
４
月

１
日

現
在

の
人

数

茂
木

賢
三

郎
島

村
和

男
峯

岸
芳

幸
3
0
6

平
成
1
5
年
度

平
成

1
6
年

度
平

成
1
7
年

度
平

成
1
8
年

度
平

成
1
9
年
度

平
成
2
0
年
度

平
成
2
1
年
度

平
成
2
2
年
度

平
成

1
5
年

度
平

成
1
6
年

度
平

成
1
7
年

度
平

成
1
8
年

度
平

成
1
9
年

度
平

成
2
0
年

度
平

成
2
1
年

度
平

成
2
2
年

度

9
,9
5
2

1
7
,2
7
7

1
7
,3
9
6

1
6
,9
3
5

1
7
,0
6
9

1
6
,8
6
5

2
7
,1
6
7

2
0
,1
4
6

7
,0
3
0

1
2
,0
5
3

1
2
,0
8
4

1
1
,5
8
3

1
1
,4
8
2

1
1
,0
2
3

1
0
,9
8
5
1
0
,5
7
0

※
平

成
1
5
年

1
0
月

1
日

付
で
特

殊
法

人
か

ら
独

立
行

政
法

人
に
移

行
し
た
た
め
、
1
5
年

度
予

算
は

下
半

期
分

-
-

-
-

-
-

5
,1
7
8

4
,4
9
4

2
5
2

6
5
6

5
8
5

4
1
2

8
0
1

8
7
4

6
,5
6
1

6
1
5

芸
術
家

の
研

修
オ
ペ
ラ
歌

手
、
バ

レ
エ
ダ
ン
サ

ー
、
俳

優

文
化

芸
術

振
興

費
補

助
金

国
か

ら
の

財
政

支
出

（
年

度
当

初
）

運
営
費
交
付
金

建
物
延
べ
面
積

9
,9
4
4
㎡

昭
和
4
1
年
1
1
月

開
場

昭
和

5
4
年
3
月
開
場

昭
和
5
8
年
9
月
開
場

施
設
整
備
補
助
金

独
立

行
政

法
人

日
本

芸
術

文
化

振
興

会

国
立

劇
場

お
き
な
わ

１
．
芸

術
文

化
活

動
へ

の
援

助
芸

術
家

・
芸

術
団

体
が

行
う
芸

術
の

創
造

・
普

及
を
図

る
た
め
の

活
動

、
地

域
の

文
化

振
興

を
目

的
と
し
て
行

う
活

動
、
文

化
に
関

す
る
団

体
が

行
う
文

化
の

振
興

・
普

及
を
図

る
た
め
の

活
動

に
対

し
芸

術
文

化
振

興
基

金
に
よ
り
助

成
金

の
交

付
を
行

っ
て
い
る
。

※
芸

術
文

化
振

興
基

金
政

府
出

資
金

5
4
1
億

円
、
民

間
出

え
ん
金

1
1
2
億

円
、
計

6
5
3
億

円

国
立

文
楽

劇
場

使
命

・
役

割
我

が
国

の
文

化
芸

術
振

興
施

策
の

一
翼

を
担

う
機

関
と
し
て
、
芸

術
活

動
等

の
振

興
・
普

及
、
伝

統
芸

能
の

保
存

・
振

興
、
現

代
舞

台
芸

術
の

振
興

・
普

及
を
図

り
、
文

化
芸

術
の

向
上

に
寄

与
す
る
。

国
立

劇
場

本
館

国
立

演
芸

場
国

立
能

楽
堂

平
成

1
6
年

1
月

開
場

昭
和

5
9
年

3
月

開
場

能
舞
台
（
6
2
7
席
）
・
研
修
舞
台
（
2
0
0
席
）

文
楽
劇
場
（
7
5
3
席
）
・
小
ホ
ー
ル
（
1
5
9
席
）

大
劇

場
（
6
3
2
席

）
・
小

劇
場

（
2
5
5
席

）
建

物
延

べ
面

積
1
4
,2
9
3
㎡

建
物

延
べ

面
積

1
3
,0
1
5
㎡

伝
承

者
の

養
成

組
踊

立
方

、
組

踊
地

方

東
京
都
千
代
田
区

隼
町

4
-
1

東
京

都
千
代
田
区
隼
町
4
-
1

東
京
都
渋
谷
区
千
駄
ヶ
谷
4
-
1
8
-
1

大
阪

市
中

央
区

日
本

橋
1
-
1
2
-
1
0

浦
添

市
勢

理
客

4
-
1
4
-
1

伝
承
者
の
養
成

ワ
キ
方
、
笛
、
小
鼓
、
大
鼓
、
太
鼓
、
狂

言
方

能
、
狂
言
の
主
催
公
演
を
行
う
と
と
も

に
、
能
楽
公
演
の
た
め
劇
場
の
貸
付
を

行
っ
て
い
る
。

文
楽

、
日

本
舞

踊
、
邦

楽
、
大

衆
芸

能
の
主

催
公

演
を
行

う
と
と
も
に
、
こ
れ

ら
の
公

演
の

た
め
劇

場
の

貸
付

を
行

っ
て

い
る
。

組
踊

、
琉

球
舞

踊
、
琉

球
音

楽
、
民

俗
芸

能
、
沖

縄
芝

居
な
ど
の

主
催

公
演

を
行

う
と
と
も
に
、
こ
れ

ら
の

公
演

の
た
め

劇
場

の
貸

付
を
行

っ
て
い
る
。

伝
承
者

の
養

成
大
夫
、
三

味
線

、
人

形
遣

建
物
延
べ
面
積

2
6
,9
8
9
㎡

新
国

立
劇

場

オ
ペ
ラ
劇

場
（
1
8
1
4
席
）

中
劇

場
（
1
0
0
0
席
程
度
）

小
劇

場
（
4
0
0
席
程
度
）

東
京

都
渋
谷
区
本
町
1
-
1
-
1

伝
承

者
の

養
成

寄
席

囃
子

、
太

神
楽

歌
舞
伎
、
文
楽
、
日
本
舞
踊

、
邦

楽
、
雅

楽
な
ど
の
主
催
公
演
を
行

う
と
と
も
に
、

伝
統
芸
能
公
演
の
た
め
劇

場
の

貸
付

を
行
っ
て
い
る
。

落
語

、
講

談
、
浪
曲
、
漫
才
、
太
神
楽
な

ど
の

主
催

公
演

を
行
う
と
と
も
に
、
演
芸

公
演

の
た
め
劇

場
の
貸
付
を
行
っ
て
い

る
。

伝
承
者
の
養
成

歌
舞
伎
俳
優
、
歌
舞
伎
音

楽

大
劇

場
（
1
6
1
0
席
）
・
小

劇
場

（
5
9
0
席

）
3
0
0
席

建
物

延
べ

面
積

2
,9
0
0
㎡

予
算

（
百

万
円

）

オ
ペ
ラ
、
バ
レ
エ
、
現
代
舞
踊
、
演
劇
の

主
催
公
演
を
行
う
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の

公
演
の
た
め
劇
場
の
貸
付
を
行
っ
て
い

る
。

平
成

9
年
1
0
月
開
場

役
員

（
常

勤
5
、
非

常
勤

1
）

理
事

崎
谷

康
文

、
石

塚
禎

一
、
小

見
夏

生

建
物

延
べ

面
積

7
0
,0
8
1
㎡
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●20年度入場者数実績（人）

日本芸術文化振興会日本芸術文化振興会
○ 芸術文化活動に対する支援

芸術文化振興基金
６５３億円

政府出資金 ５４１億円
民間出えん金 １１２億円

芸 術 団 体 等

日 本 芸 術 文 化 振 興 会

基 金 運 用 益文化芸術振興費補助金

トップレベルに対する支援 裾野を拡げるための支援

文化芸術振興費補助金

文 化 庁

芸術文化振興基金
芸術文化の創造のためには適切な資金面での支援が不可欠 であるが、我が

国においては、国の文化予算は諸外国に比して少なく、また民間による文化活動
への支援も十分とは言えない状況であり、従来から官民による文化振興のための
基金の創設の必要性が指摘されてきた。
このような中で、平成元年１２月、財界関係者、芸術文化関係者から成る「芸術

文化振興基金推進委員会」は、「国と企業等民間が協力して、欧米諸国の例に匹
敵する規模で、芸術文化活動への支援体制を整えることが急務」であるとし、芸術
文化振興基金の早急な設立を提
言した。
これを受けて、国は５００億円を

出資（その後の追加出資をへて現
在は５４１億円）し、民間側からも
１１２億円の出えんがなされ、芸術
文化振興基金が創設された。

日本芸術文化振興会、両運営財団、芸術文化振興基金、国の相関図
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日本芸術文化振興会日本芸術文化振興会

○ 伝統芸能の公開及び現代舞台芸術の公演
○ 伝統芸能の伝承者の養成及び現代舞台芸術の実演家その他の関係者の研修
○ 伝統芸能及び現代舞台芸術に関する調査研究の実施並びに資料の収集及び活用

日本芸術文化振興会

地元関係者の意向を充分に生かし、地元関係者の
参加と支援に十分配慮した運営
○ 沖縄の伝統芸能の公開、伝承者養成等の事業内
容に地元関係者の意向を充分に生かし、地元関係
者の参加と支援に十分配慮した劇場運営を行う
必要があり、平成13年第５回国立組踊劇場(仮称)
設立準備調査会において「沖縄の関係者を中心と
して設立された財団法人に委託する。」とされ、
管理運営を国立劇場おきなわ運営財団に委託。

（財）国立劇場おきなわ運営財団

伝統芸能

○公 開
歌舞伎、文楽、能楽、組踊等の伝統芸能をつ

とめて古典伝承のままの姿で公開。(歌舞伎例)
・ 名場面だけではなく話の端緒から結末ま
でを上演する通し狂言の上演｡｢通し狂言
旭輝黄金鯱（あさひにかがやくきんのしゃちほこ）」

・ 途絶えていた演目の復活上演。「誧競
艶仲町（いきじくらべはでななかちょう）｣

・ 新作歌舞伎の上演。
「京乱噂鉤爪（きょうをみだすうわさのかぎづめ）｣

○伝承者の養成
我が国の無形文化遺産である歌舞伎、文楽等

の伝統芸能を保存振興するための伝承者養成。
・ 歌舞伎：歌舞伎俳優、歌舞伎音楽
・ 大衆芸能 ： 寄席囃子、太神楽
・ 能楽 ： 三役
・ 文楽 ： 三業
・ 組踊 ： 立方、地方

○調査研究の実施並びに資料の収集及び活用

演目・台本・演出・演技等に関する調査研究や
録画・録画・写真等による公演記録の作成。
（例） 「近代歌舞伎年表」「上演資料集」の刊行

現代舞台芸術

○公 演
国際的に比肩しうる高い水準のオペラ、バレエ、

現代舞踊、演劇の現代舞台芸術を自主制作によ
り公演。 （下記主な例）

・ オペラ ： 「アイーダ」、 「ニーベルングの指
環」、 「オテロ」、「修禅寺物語」

・ バレエ ： 「牧阿佐美の椿姫」、デヴィット・ビ
ントレーのバレエ「アラジン」、「白
鳥の湖」

・ 現代舞踊 ： 「トリプルビル」
・ 演 劇 ： 「ヘンリー六世」、日韓合同公演

「焼き肉ドラゴン」

○実演家その他の関係者の研修
世界で通用するプロフェッショナルなオペラ歌

手、バレエダンサー、演劇俳優を育成。
・ オペラ研修所 ： オペラ歌手
・ バレエ研修所 ： バレエダンサー
・ 演劇研修所 ： 演劇俳優

○調査研究の実施並びに資料の収集及び活用

上演作品に関する調査研究や現代舞台芸術
に関する文献、視聴覚資料等の収集。
（例） 「日本洋舞史年表Ⅵ 1984～1985」の刊行

国立劇場本館
国立演芸場
国立能楽堂 国立劇場おきなわ
国立文楽劇場

新国立劇場

業務委託業務委託

芸術家・芸術団体などの創意を最大限に取り入れ
つつ、財界を含めた国全体で支える体制による運営
○ 学識経験者や芸術家等から成る準備協議会から
「芸術家、芸術団体などの創意を最大限に取り入
れた運営により、活力ある現代舞台芸術の創造を
確保するため、財団法人を設立して管理運営を包
括的に委託する。」との提言を受け、平成５年４
月 に設立された新国立劇場運営財団に管理運営を
委託。

（財）新国立劇場運営財団
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（平成２２年８月１日現在）

会 長 米 倉 弘 昌 （社）日本経済団体連合会会長

理事長 遠 山 敦 子
常務理事 韮 澤 弘 志

岡 部 修 二
角 田 博

理 事 安 西 邦 夫 東京ガス（株）特別顧問
池 辺 晋一郎 作曲家、東京音楽大学教授、横浜みなとみらいﾎｰﾙ館長
石 田 種 生 振付家、東京シティ・バレエ団評議員
氏 家 純 一 野村ホールディングス（株）取締役会長
槍 田 松 瑩 三井物産（株）取締役会長
宇 野 郁 夫 日本生命保険相互会社代表取締役会長
栗 林 義 信 声楽家、（財）東京二期会理事長
國 分 正 明 （財）教職員生涯福祉財団会長
佐々木 元 日本電気（株）特別顧問
佐 治 信 忠 サントリーホールディングス（株）代表取締役会長兼社長
沢 田 祐 二 舞台照明家、（社）日本照明家協会会長
篠 沢 恭 助 （財）資本市場研究会理事長
末 松 謙 一 （株）三井住友銀行名誉顧問
張 富士夫 トヨタ自動車（株）取締役会長
中 野 豊 士 三菱UFJ信託銀行（株）最高顧問
中 村 芳 夫 （社）日本経済団体連合会副会長・事務総長
名 原 剛 （公財）東京オペラシティ文化財団顧問
野 村 萬 （社）日本芸能実演家団体協議会会長
福 地 茂 雄 日本放送協会会長
福 原 義 春 （株）資生堂名誉会長
前 田 晃 伸 （株）みずほフィナンシャルグループ特別顧問
南 直 哉 東京電力（株）顧問
山 崎 正 和 劇作家、LCA大学院大学学長

監 事 前 田 瑞 枝 前江東区教育委員、元愛媛県副知事
宮 内 義 彦 オリックス（株）取締役兼代表執行役会長・グループCEO

〔事 務 所〕 東京都渋谷区本町１丁目１番１号 新国立劇場内

（平成２２年度予算）

振興会からの委託費

財団法人新国立劇場運営財団の概要

１ 役 員

評議員会理事長
理 事

監 事

会 長

２

公演事業収入 1,740,110千円

組 織

研修主管

営業部

芸術監督（オペラ）
芸術監督（舞 踊）
芸術監督（演 劇）

技術部総務部

広報室

制作部

支援業務室

顧 問

３ 収 支

7,335,536千円
390,000千円

（支出）

一般管理費
4,672,402千円

職員給与 1,324,679千円

繰越金
計

寄附金等収入

（収入）

施設使用収入その他 390,314千円

1,338,455千円
4,306,857千円

508,255千円
計

公演事業費等

7,335,536,千円
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（平成２２年8月１日現在） 計 17名

（平成２２年度予算）

（支出）

35,754千円
5,400千円

施設使用収入その他 39,363千円 公演等事業費 80,692千円
22,931千円 次期繰越収支差額 21,145千円
727,068千円

会 長(兼理事) 知念 榮治 （社）沖縄県経営者協会会長
理事長 上原 良幸 沖縄県副知事
常務理事 宜保榮治郎 (常勤）兼事務局長
理 事 大城 立裕 作家
理 事 小禄 邦男 琉球放送(株)会長
理 事 仲村 守和 (財)沖縄県国際交流・人材育成財団理事長
理 事 秦 秀人 ＮＨＫ沖縄放送局局長
理 事 儀間 光男 沖縄県浦添市長
理 事 小島 美子 国立歴史民俗博物館名誉教授
理 事 島袋 光晴 伝統組踊保存会副会長
理 事 平良 哲 (財)沖縄観光コンベンションビューロー会長
理 事 金武 正八郎 沖縄県教育委員会教育長
理 事 西角井正大 日本大学大学院芸術学研究科非常勤講師
理 事 星 雅彦 沖縄県文化協会会長
理 事 三隅 治雄 (財)民俗芸術交流財団理事長
監 事 大城 勇夫 (社)沖縄県銀行協会会長
監 事 仲田 秀光 那覇商工会議所専務理事

財団法人国立劇場おきなわ運営財団の概要

１ 役 員

監 事 理事長
理 事

２ 組 織

調査養成課企画制作課管理課

会 長

評議員会

舞台技術課事業課

事務所 沖縄県浦添市勢里客（じっちゃく）四丁目１４番１号 国立劇場おきなわ内

326,846千円
振興会からの委託費 623,620千円

３ 収 支

(収入）

一般管理費
寄附金等収入

前期繰越収支差額
727,068千円計

公演事業収入
職員給与

調査養成事業費

計

227,457千円

70,928千円
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独立行政法人国立科学博物館法の概要

１．趣 旨

国立科学博物館の平成１３年度からの独立行政法人への移行が決定されたことを受け、独

立行政法人個別法を制定するもの。

２．概 要

（１）法人の名称

「独立行政法人国立科学博物館」

（２）法人の目的

博物館を設置して、自然史に関する科学その他の自然科学及びその応用に関する調査及

び研究並びにこれらに関する資料の収集、保管及び公衆への供覧等を行うことにより、自然

科学及び社会教育の振興を図る。

（３）役員

館長１人（任期４年）、理事１人（任期２年）、監事２人（任期２年）

（４）業務の範囲

① 博物館の設置

② 自然科学及びその応用に関する調査研究

③自然科学及びその応用に関する資料の収集、保管、公衆への観覧、これらに関連する調査

研究

④ ③に関する講演会、出版その他の教育普及

⑤ ①の博物館の自然科学の振興を目的とする事業の利用への提供

⑥ 博物館等の職員に対する研修

⑦ 博物館等に対する援助助言

⑧ 自然史に関する科学及びその応用に関する調査研究の指導、連絡、促進

（５）その他

資本金、積立金の処分、主務大臣、罰則、経過措置（職員の引継ぎ、権利義務の承継等）に

ついて定める。

（６）施行期日等

平成 13 年１月施行、独立行政法人への移行は平成 13 年 4 月
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独立行政法人国立科学博物館の概要

１．目 的

独立行政法人国立科学博物館は，博物館を設置して，自然史に関する科学その他

の自然科学及びその応用に関する調査及び研究並びにこれらに関する資料の収集，

保管（育成を含む。）及び公衆への供覧等を行うことにより，自然科学及び社会

教育の振興を図ることを目的とする。（独立行政法人国立科学博物館法第３条）

２．第２期中期目標期間

５年間（平成１８年度～２２年度）

３．沿 革

明治１０年 １月 「東京博物館」を教育博物館と改称（この年をもって創

立年としている

昭和２４年 ６月 「国立科学博物館」設置

３７年 ４月 国立自然教育園を統合し、「附属自然教育園」設置

４７年 ４月 新宿分館開館（自然史研究部門移転）

５１年 ５月 「筑波実験植物園」設置

平成１１年 ４月 上野本館に新館(現地球館)（Ⅰ期）オープン

１３年 ４月 独立行政法人国立科学博物館に移行

１４年 ６月 産業技術史資料情報センター設置

１６年１１月 地球館グランドオープン

１９年 ４月 日本館オープン

４．機構・役職員数（平成２２年８月１日現在）

１３４人（常勤役員２人，職員１３０人(うち研究員６４人)，非常勤役員２人）

館 長 近 藤 信 司

理 事 折 原 守

５．施設所在地（平成２２年８月１日現在）

区 分 所 在 地 敷地面積 建物延面積

上 野 本 館 台東区上野公園 13,223㎡ 33,180㎡

新 宿 分 館 新 宿 区 百 人 町 8,160 13,186

附 属 自 然 教 育 園 港 区 白 金 台 195,158 1,984

筑 波 地 区 茨城県つくば市 140,022 20,997

霞 ヶ 浦 地 区 茨 城 県 美 浦 村 24,095 1,668

合 計 380,658 71,015
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６．事 業

①調査研究活動

・自然史・科学技術史に関する調査研究

②標本資料の収集・保管活動

・自然史・科学技術史に関する標本資料の収集と将来への継承

③展示・学習支援活動

・常設展，特別展，企画展等の実施

・様々な層を対象とした科学に関する学習機会の提供

・ボランティア制度の実施

７．入館者数（平成２１年度） １，７７４，１７９人

【 内 訳 】

大人（一般） １，１５７，３９１人

子ども（児童・生徒等） ６１６，７８８人

○入館者数の推移 （単位：人）

区分 １７年度 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度

入館者数 1,618,866 1,761,257 1,907,826 1,610,348 1,774,179

８．所蔵標本数 約３９４万点

９．開館時間（上野本館）

９：００～１７：００（入館は１６：３０まで）

金曜日のみ９：００～２０：００（入館は１９：３０まで）

休館日 毎週月曜日（日・月曜日が祝日の場合は火曜日）

10．入 館 料（上野本館）

①普通入館料 一 般 ・ 大 学 生 ６００円

小・中・高校生 無 料

②団体入館料 一 般 ・ 大 学 生 ３００円（団体は２０名以上）

11．予算額の推移 （単位：百万円）

区 分 １８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度

運 年 間 運 営 費 3,516 3,506 3,412 3,436 3,391

営 運営費交付金 3,244 3,222 3,125 3,120 3,044

費 収 入 272 284 287 315 347

施設整備費補助金 1,214 0 3,338 4,311 0
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